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アジア の窓 中
国
・
貧
困
化
す
る

 

失
地
農
民 

　
近
年
、
中
国
で
は
農
地
を
失
う
農
民
の
増
加
が
新
た

な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
失
地
農
民

は
己
に
四
、〇
〇
〇
万
人
を
超
え
、
更
に
年
二
〇
〇
万

人
規
模
で
増
加
し
て
い
る
と
い
う
。

　
農
村
か
ら
都
市
へ
の
労
働
力
の
移
動
は
、
一
般
に
は

所
得
水
準
の
向
上
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
中
国

の
場
合
は
失
地
農
民
の
貧
困
化
と
い
う
現
象
を
も
た

ら
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
中
国
社
会
科
学
院
の
調
査

（
二
〇
〇
七
年
）
に
よ
れ
ば
、
経
済
発
展
の
遅
れ
て
い

る
西
南
の
あ
る
省
で
は
彼
等
の
二
四
・
八
％
が
絶
対
貧

困
層
（
一
人
当
り
年
収
六
六
八
元
以
下
）
に
転
落
し
て

い
る
と
い
う
（
『
農
民
日
報
』08.3.10

）。

　
農
地
を
失
っ
た
農
民
の
貧
困
化
に
は
様
々
な
要
因
が

あ
る
が
、
そ
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
農
業
（
農

村
）
と
非
農
業
（
都
市
）
を
峻
別
す
る
戸
籍
制
度
で
あ

ろ
う
。
都
市
戸
籍
の
な
い
農
民
労
働
者
（「
農
民
工
」）

の
都
市
で
の
正
規
の
就
業
に
は
困
難
が
伴
う
。
金
融
業

　
し
か
し
、
ブ
ミ
プ
ト
ラ
政
策
が
マ
レ
ー
文
化
を
基
礎

と
し
た
イ
ス
ラ
ム
と
関
係
し
て
お
り
、
イ
ス
ラ
ム
化
の

流
れ
の
中
で
ブ
ミ
プ
ト
ラ
政
策
が
イ
ス
ラ
ム
に
埋
没
す

る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
マ
レ
ー
人
の
間
に
は
「
イ

ス
ラ
ム
国
家
」
に
向
け
た
流
れ
が
で
き
つ
つ
あ
る
。
そ

の
顕
著
な
も
の
が
金
融
部
門
の
イ
ス
ラ
ム
化
で
あ
る
。

同
政
策
を
埋
没
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
ブ
ミ
プ
ト
ラ
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
を
特
別
な
問
題
と
す
る
必
要
性
が
な
く
な

り
、
一
般
的
な
経
済
・
所
得
格
差
と
す
る
欧
米
諸
国
と

同
じ
貧
困
対
策
や
福
祉
政
策
と
な
る
。

　
イ
ス
ラ
ム
で
は
私
有
制
度
を
前
提
と
し
な
が
ら
ソ
ー

シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
拡
大
採
用
す
る
こ
と
に
よ

り
、
弱
者
救
済
は
ク
ル
ア
ー
ン
の
教
え
に
か
な
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
問
題
は
、
マ
レ
ー
人
、
中
国

人
、
イ
ン
ド
人
の
三
民
族
間
の
経
済
格
差
を
経
済
発
展

の
過
程
で
吸
収
し
、
い
か
に
「
国
家
ら
し
く
」
す
る
か

に
あ
り
、
そ
の
力
量
が
マ
レ
ー
人
に
問
わ
れ
て
い
る
。

　
最
後
に
マ
レ
ー
シ
ア
の
イ
ス
ラ
ム
化
は
国
際
経
済
に

と
っ
て
脅
威
と
は
な
ら
な
い
。
イ
ス
ラ
ム
経
済
は
多
様

な
私
有
制
を
前
提
と
し
た
市
場
経
済
を
是
認
し
、
金
融

商
品
の
多
様
化
を
促
進
し
て
い
る
。
社
会
主
義
運
動
の

中
で
飛
び
跳
ね
た
暴
力
至
上
主
義
の
グ
ル
ー
プ
と
社
会

主
義
が
結
び
つ
か
な
い
よ
う
に
、
精
神
的
活
動
で
あ
る

イ
ス
ラ
ム
と
テ
ロ
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解

す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
（
み
き
と
し
お
・
札
幌
学
院
大
学
教
授
）

前
号
（
１
２
９
号
）
に
、
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
訂
正

し
て
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
目
次
「
ア
ジ
ア
の
窓
」

　
　
　
　
　
　
誤
　
野
副
伸
一
　
　
　
正
　
石
川
幸
一

や
サ
ー
ビ
ス
業
で
は
も
ち

ろ
ん
、
製
造
業
や
建
設
業

で
も
差
別
は
残
さ
れ
た
ま

ま
で
あ
る
。

　
彼
等
は
就
業
面
ば
か
り

で
な
く
子
供
の
教
育
や
社

会
保
障
面
で
も
不
利
な
立

場
に
あ
る
。
現
状
の
社
会

保
障
制
度
は
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
戸
籍
制
度
と
一
体
化
し
て
い
る
た
め
、
農
民
労
働

者
は
都
市
住
民
と
同
様
の
社
会
保
障
が
享
受
で
き
な

い
。
一
般
の
出
稼
農
民
で
も
病
気
（
労
災
）
や
失
業
は

大
き
な
痛
手
で
あ
る
が
、
最
低
生
活
を
保
障
し
て
く
れ

る
は
ず
の
農
地
を
持
た
な
い
失
地
農
民
に
と
っ
て
は

致
命
的
で
あ
る
。
問
題
の
解
決
に
は
社
会
保
障
の
根
底

に
あ
る
戸
籍
制
度
を
改
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
貧
困
化
の
第
二
の
要
因
は
農
地
収
用
の
補
償
水
準
が

低
す
ぎ
る
こ
と
に
あ
る
。
「
土
地
管
理
法
」（
一
九
八
七

年
施
行
）
で
は
、
収
用
さ
れ
た
農
地
の
収
用
前
三
年
間

の
平
均
生
産
額
が
補
償
基
準
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の

農
産
物
価
格
を
基
準
と
し
た
補
償
水
準
が
低
す
ぎ
た
う

え
、そ
れ
が
二
〇
年
間
も
改
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
失
地
農
民
貧
困
化
の
も
う
一
つ
の
要
因
に
は
以
租

代
徴
と
い
う
農
地
の
違
法
収
用
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
地

方
政
府
（
村
民
委
員
会
な
ど
）
が
農
家
の
請
負
っ
て
い

る
農
地
を
逆
租
借
し
、
転
用
申
請
を
せ
ず
に
開
発
業
者

に
転
売
す
る
実
質
的
な
農
地
収
用
行
為
で
あ
る
。
転
売

価
格
交
渉
は
農
地
所
有
権
者
の
村
と
業
者
間
で
行
わ

れ
、
使
用
権
者
で
あ
る
農
家
に
は
最
高
で
も
農
産
物
補

償
し
か
行
わ
れ
な
い
。
河
南
省
蘭
考
県
の
例
で
は
農
家

補
償
が
一
ム
ー
当
り
四
万
一
、七
〇
〇
元
で
、
転
売
価
格
は

五
〇
万
元
で
あ
っ
た
と
い
う
（『
人
民
日
報
』08.1.25

）。

　
以
租
代
徴
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
年
々
厳
し
く
な

り
つ
つ
あ
る
農
地
転
用
審
査
と
地
方
政
府
の
財
政
難
で

あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
実
質
的
な
農
地
の
強
制
収
用

は
、

失
地
農
民

を
増
加
さ
せ
る
ば
か
り
で
な
く
、

一
・
二
億
ha
を
死
守
し
よ
う
と
す
る
国
家
の
基
本
農
田

政
策
を
危
く
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
小
林
熙
直
　
ア
ジ
ア
研
究
所
教
授
）


